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軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
と
も
、

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
（
割
賦

販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

■
納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日
　

　
・
軽
自
動
車
税
　
５
月
１
日
㈫

　
・
自
動
車
税
　
　
４
月
27
日
㈮

　
軽
自
動
車
税
も
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
の
納
付
が
で
き
ま
す
。

■
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
　

　
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

　
該
当
す
る
場
合

①
身
体
な
ど
に
障
が
い
の
あ
る
人
で
、

　
通
院
・
通
学
な
ど
で
左
表
の

（イ）
か
ら

　
（ハ）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
車
両
を

　
使
用
し
、
減
免
規
定
に
該
当
す
る
場
合

　
※
減
免
規
定
に
つ
い
て
は
お
問

　
　
い
合
わ
せ
を
。

②
車
い
す
移
動
車
な
ど
特
別
仕
様
で

　
あ
る
車
両
及
び
専
ら
身
体
な
ど
に 

　
障
が
い
が
あ
る
人
が
運
転
す
る
た

　
め
に
、
運
転
・
制
御
装
置
な
ど
が

　
特
別
仕
様
で
あ
る
車
両
の
場
合

運
転
者

納
税
義
務
者

（イ）

身
体
な
ど
に
障
が
い
が

あ
る
本
人

身
体
な
ど
に
障
が
い
が
あ
る
本
人

（ロ）

生
計
同
一
者
ま
た
は

常
時
介
護
者

身
体
な
ど
に
障
が
い
が
あ
る
本
人

（ハ）

生
計
同
一
者
ま
た
は

常
時
介
護
者

生
計
同
一
者
ま
た
は
常
時
介
護
者
（
身
体

に
障
が
い
の
あ
る
本
人
が
18
歳
未
満
、
療

育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
場
合
の
み
）

③
社
会
福
祉
法
人
等
が
所
有
す
る

　
車
両
で
、
当
該
法
人
等
が
そ
の

　
活
動
に
直
接
専
用
す
る
場
合

申
請
に
必
要
な
も
の
（
①
の
場
合
）

　
納
税
通
知
書
、
身
体
障
害
者
手

　
帳
な
ど
、
運
転
す
る
人
の
運
転

　
免
許
証
、
印
鑑

※
減
免
は
１
人
に
つ
き
普
通
車
ま
た 

　
は
軽
自
動
車
（
原
付
を
含
む
）
の

　
い
ず
れ
か
１
台
で
す
。

※
常
時
介
護
者
が
運
転
す
る
場
合

　
は
障
害
福
祉
課
が
交
付
す
る
証

　
明
書
が
必
要
で
す
。

◎
軽
自
動
車
税
（
市
税
）

　
減
免
申
請
期
間
　

　
５
月
１
日
㈫
～
31
日
㈭

※
軽
自
動
車
税
は
期
間
内
に
申
請
が

　
な
い
場
合
は
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

◎
自
動
車
税
（
県
税
）
随
時
受
付

申

問

　
軽
自
動
車
税
　

市
民
税
課

　
　
　
☎

（21）
１
１
１
９

自
動
車
税
　

大
分
県
別
府
県
税
事

　
　
　
　
　
務
所
　
☎

（67）
８
２
１
１

軽自動車税の口座振替
◎新規の申込み　　　市民税課　☎２１－１１１９

　便利な口座振替をお勧めしています。振替をご希望の人は納
税通知書と預金通帳、通帳印をお持ちのうえ、預金口座のある
金融機関・郵便局・ゆうちょ銀行で手続きをしてください。
※申込時期によっては、翌年度からの振替となる場合があります。

◎複数所有している人　　　市民税課　☎２１－１１１９

　所有する全ての軽自動車の税が口座振替されます。一部の軽
自動車だけの指定はできません。したがって口座振替申込み後、
新たに取得した軽自動車も対象となりますのでご注意ください。

◎口座振替後の車検用の納税証明
　　債権管理課　☎２１－１１２１

　５月 31 日（木）の振替終了後、口座振替自動払込済通知書を
送付しますが、その通知書が車検用の納税証明書を兼ねていま
す。大切に保管してください。

◎口座振替直後に車検があるとき
　　市民税課　☎２１－１１１９

　口座振替自動払込済通知書が送付される前に、車検用の納税
証明書が必要な場合は、お手数ですが口座振替を記帳した通帳
をお持ちになり、市民税課で車検用の納税証明書を請求してく
ださい。

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
納
期
限
は
５
月
31
日
㈭

　
平
成
30
年
度
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
、
課

税
明
細
書
及
び
納
付
書
を
５
月
１

日
㈫
に
発
送
し
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
人
、

課
税
明
細
書
の
内
容
に
疑
問
の
あ

る
人
は
、
お
早
め
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
納
付
書
は
機
械
で

金
額
や
数
字
を
読
み
取
り
ま
す
の

で
、
折
り
曲
げ
た
り
、
汚
し
た
り

し
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
全
期
前
納
は
各
期
納
付
書
を
ま

と
め
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
等
の
課
税
に
つ
い

て
は
納
税
通
知
書
及
び
課
税
明
細

書
の
裏
面
に
詳
し
く
説
明
し
て
い

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
や
家

屋
の
新
増
築
・
取
壊
し
、
住
所
変

更
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
　
納
税
通
知
書
に
記
載

　
し
て
い
る
各
金
融
機
関
、
コ
ン

　
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

問

　
資
産
税
課

　
　
☎

（21）
１
１
２
０

便
利
で
安
心
！
　
　

口
座
振
替
制
度

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、
納
め

忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。

　
納
税
通
知
書
と
預
金
通
帳
、
通
帳

印
を
お
持
ち
の
う
え
、
預
金
口
座
の

あ
る
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問

　
市
民
税
課
　

☎
（21）
１
１
１
９

　
　
資
産
税
課
　

☎
（21）
１
１
２
０

　
　
債
権
管
理
課
　
☎

（21）
１
１
２
１

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
夜
間
窓
口

　
「
仕
事
な
ど
で
納
付
に
行
け
な
い
」
な

ど
で
お
困
り
の
方
の
た
め
に
夜
間
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。
納
付
や
納
付
相
談
、
加
入

や
脱
退
の
手
続
き
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

日
時
　
５
月
10
日
㈭
、
22
日
㈫

　
　
　
17
時
30
分
～
20
時

問

　
保
険
年
金
課
　
☎

（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証
の「
退

職
」か
ら「
一
般
」の
切
替

　
現
在
、
平
成
30
年
５
月
末
期
日

の
「
退
職
」
の
国
民
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
の
方
は
、
平
成
30
年
７

月
末
日
ま
で
の
「
一
般
」
の
保
険

証
を
５
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問

　
保
険
年
金
課
　
☎

（21）
１
１
４
８

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
税
通
知
書
・
課
税
明
細
書
等
を
発
送
し
ま
す

問

問

問

問



市報 2018.57

市役所だより 視覚に障がいのある方への「声の市報」「点字市報」の問合先

秘書広報課　TEL 21-1123　FAX 26-4475　sec-ma@city.beppu.lg.jp

市役所だよりに掲載の講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

ご利用ください！無料行政相談
　行政相談は、国などの業務に対する苦情や要望

などを受け付けて、関係行政機関と相談者との間

に立ち、解決の促進を図るものです。

　皆さんからのご相談を行政相談委員がお受けし

ます。相談は無料で、秘密は厳守します。

　国・県・市のどこの業務か分からない場合でも、

まずはご相談ください。行政相談の対象でない場

合も関係する機関や窓口をお伝えします。

日程・場所

　５月 16 日（水）　別府市男女共同参画センター
　　　　　　　　  あす・べっぷ（野口原）

　６月１日（金）　 市役所２階　２Ｆ－１会議室
　　　　　　　　  （人権擁護委員との合同相談）

時間　10 時～ 15 時

相談員　行政相談委員（中野康惠・浜川和久）

問  　総務省大分行政監視行政相談センター
　　 ☎０９７－５３３－１１００
　 　自治振興課　☎２１－１１２５

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
厚
生

労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
、
地
域

住
民
の
身
近
な
相
談
・
支
援
者
と

し
て
地
域
福
祉
の
推
進
に
努
め
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
ま
た
、
各

小
学
校
区
に
１
～
２
人
の
児
童
福

祉
に
関
す
る
こ
と
を
専
門
に
扱
う

主
任
児
童
委
員
が
い
ま
す
。

 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割

・
地
域
の
皆
さ
ん
の
相
談
相
手

　
皆
さ
ん
の
悩
み
や
心
配
事
に
つ
い

て
相
談
を
お
受
け
し
、
解
決
に
向
け

て
助
言
や
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ

　
多
く
の
方
々
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
福
祉
情
報

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

・
専
門
機
関
を
紹
介

　
そ
の
場
で
解
決
で
き
な
い
問
題

の
場
合
、
専
門
機
関
を
紹
介
し
て

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

・
皆
さ
ん
と
行
政
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役

　
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る

よ
う
に
、
皆
さ
ん
の
声
を
行
政
や

関
係
機
関
に
届
け
ま
す
。

　
福
祉
に
関
す
る
相
談
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
あ
な
た
の
町
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
に
お
声
掛
け
を
。

問

　
福
祉
政
策
課
　

　
　
☎

（21）
１
０
０
３

５
月
12
日
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」

県
下
一
斉
　
　
　
　

避
難
行
動
訓
練

（
県
民
防
災
ア
ク
シ
ョ
ン
デ
ー
）

訓
練
日
時
　
６
月
１
日
㈮

　
　
　
　
　
９
時
か
ら

水
害
避
難
サ
イ
レ
ン

　
計
125
秒
（
１
分
鳴
ら
す
・

　
　
　
　
　
５
秒
休
止
・

　
　
　
　
　
１
分
鳴
ら
す
）

　
県
下
一
斉
県
民
防
災
ア
ク
シ
ョ

ン
デ
ー
と
し
て
、
土
砂
災
害
や
風

水
害
の
影
響
で
避
難
の
必
要
が
あ

る
場
合
に
行
う
、
水
害
避
難
サ
イ

レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　
こ
の
サ
イ
レ
ン
を
聞
い
た
ら
、

周
り
の
人
へ
の
声
か
け
や
避
難
場

所
、
非
常
持
出
品
の
確
認
な
ど
、

避
難
の
た
め
の
行
動
を

そ
の
場
で
と
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
サ
イ
レ
ン
は

消
防
サ
イ
レ
ン
と

防
災
情
報
シ
ス
テ

ム
の
サ
イ
レ
ン
に

よ
り
、
市
内
８
か
所

か
ら
鳴
ら
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
訓
練
で
す
の
で
、
お
間
違
い

　
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎

（21）
２
２
５
５

祝
日
の
ご
み
収
集

　
５
月
３
日
㈭
㈷
・
４
日
㈮
㈷
は
、

当
該
対
象
地
区
の
も
や
す
ご
み
、

古
紙
・
古
布
の
収
集
を
行
い
ま
す
。

　
８
時
30
分
ま
で

に
決
め
ら
れ
た

場
所
に
お
出
し

く
だ
さ
い
。

　
収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
の
う
え
お
出
し
く
だ
さ
い
。

問

　
環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　
☎

（66）
５
３
５
３

工
業
統
計
調
査
に
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
製
造
業
を
営
む
全
事
業
所
を
対

象
に
、
そ
の
活
動
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
平
成
30
年
６
月
１

日
時
点
で
工
業
統
計
調
査
を
全
国

一
斉
に
実
施
し
ま
す
。

　
５
月
中
旬
か
ら

６
月
に
か
け
て

調
査
員
が
お
伺
い
し
、

調
査
票
の
配
布
や

調
査
内
容
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

　
統
計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正

確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
情
報
推
進
課
統
計
係

      

☎
（21）
１
２
５
４

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験

　
緊
急
時
の
住
民
へ
の
迅
速
で
確

実
な
情
報
伝
達
の
た
め
、
国
が
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報
伝
達

試
験
を
実
施
し
ま
す
。

試
験
日
時
　
５
月
16
日
㈬

　
　
　
　
　
11
時
～

放
送
場
所
　 

市
内
３
か
所
の
サ
イ

レ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー

※ 
試
験
放
送
で
す
の
で
、
お
間
違

い
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問

　
防
災
危
機
管
理
課

　
　
☎

（21）
２
２
５
５

優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請

受
付
期
限
　
６
月
15
日
㈮

　（
平
日
の
９
時
～
17
時
30
分
）

必
要
書
類
　

　
①
申
請
書
及
び
確
認
書
、
②
運

　
転
免
許
証
、
③
交
通
安
全
協
会

　
の
会
員
証
、
④
自
動
車
安
全
運

　
転
セ
ン
タ
ー
発
行
の
無
事
故
無

　
違
反
証
明
書

※ 

表
彰
種
別
は
、
10
・
15
・
20
・

30
・
40
・
50
年
の
６
段
階
で
す
。

※ 

申
請
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

請
・
問

　
交
通
安
全
協
会

　
別
府
支
部
（
別
府
警
察
署
内
）

　
☎

（25）
２
１
０
０
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消
費
生
活
モ
ニ
タ
ー
募
集

活
動
内
容

① 

毎
月
１
回
、
対
象
店
で
の
指
定

品
目
の
価
格
調
査
・
報
告

② 

消
費
生
活
に
関
す
る
意
見
・
要

　
望
・
苦
情
・
ア
ン
ケ
ー
ト
の 

　
報
告

③
各
種
研
修
会
・
講
演
会
へ
の

　
参
加
（
年
２
～
３
回
）

※
謝
礼
金
が
あ
り
ま
す
。

任
期
　
８
月
１
日
㈬
か
ら
１
年
間

応
募
資
格
　
市
内
在
住
で
20
歳
以

　
　
　
　
　
上
の
人

募
集
人
数
　
14
人

申
込
方
法
　
は
が
き
に
住
所
、
氏

　
名
（
ふ
り
が
な
）
、
生
年
月
日
、

　
職
業
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

　
６
月
１
日
㈮
ま
で
に
左
記
へ
。

申

問

　
〒
８
７
４
の
８
５
１
１

　
別
府
市
役
所
産
業
政
策
課

　
☎

（21）
１
１
３
２

別
府
市
消
費
生
活
啓
発

講
座
講
師
派
遣
制
度

　
市
で
は
、
巧
妙
化
す
る
悪
質
商

法
な
ど
の
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
、
市
内
の
自
治
会
、
学
校
な
ど

が
開
催
す
る
講
座
や
研
修
会
に
講

師
を
派
遣
し
、
消
費
者
啓
発
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

講
座
内
容
　
悪
質
商
法
や
相
談
事 

　
例
な
ど
に
つ
い
て

対
象
　
市
内
の
高
齢
者
や
若
年
層

　
　
　
な
ど
一
般
消
費
者
を
対
象

　
　
　
と
し
た
講
座
や
研
修
会

　
　
　（
原
則
20
人
以
上
）

会
場
　
市
内
の
会
場
を

　
　
　
申
込
者
が

　
　
　
準
備

開
催
日
　
講
師
と

　
日
程
調
整
の

　
う
え
決
定

　（
休
日
も
可
能
）

講
師
　
消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、

　
　
　
消
費
生
活
相
談
員
な
ど

※
講
師
派
遣
費
用
は
市
が
負
担

申 

込
方
法
　
開
催
希
望
日
の
１
か

月
前
ま
で
に
左
記
へ
申
込
み
。

※
年
12
回
を
予
定
（
先
着
順
）

申

問

　
産
業
政
策
課
　

　
　
　
☎

（21）
１
１
３
２

農
地
農
業
相
談

日
時
　
５
月
17
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
市
役
所
４
階

　
　
　
農
業
委
員
会
室

内
容
　
農
地
、
農
業

　
　
　
に
関
す
る

　
　
　
相
談
な
ど

相
談
員
　
農
業
委
員

問

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
☎

（21）
１
１
７
８

平成 30 年度の健診が始まります！
～年に一度は健診を受けて、健康状態を確認しましょう～

■国民健康保険の特定健康診査　　問　保険年金課　☎２１－１１５８

　対象者　国民健康保険加入者で 40 歳～ 74 歳の人（対象者には受診券封筒を郵送）

　平成 30 年度からの特定健診（別府市）が変わります
　◎健診期間は、平成 30 年５月中旬頃（受診券がお手元に届き次第順次）から平成 31 年２月 28 日までです。

　　（健診機関の休診日は除く）

　◎大分県内の指定医療機関で受診できます。

　◎糖尿病の検査である HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）が全員測定出来ます。

■がん検診など　　問　健康づくり推進課　☎２１－１１１７

　対象者　別府市民で以下の対象年齢などに該当する人

　実施期間　平成 30 年５月１日～平成 31 年３月 31 日（健診機関の休診日は除く）

検診の種類 胃がん 肺がん 大腸がん 前立腺がん 子宮頸
けい

がん 乳がん 骨そしょう症 肝炎ウイルス

対象年齢など 40 歳以上（男性・女性）
50 歳以上
（男性）

20 歳以上
（女性）

40 歳以上
（女性）

40 歳以上の節目
年齢（★）
（女性）

40 歳以上
※�これまでに受け
たことがない人

★年度内に 40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳…になる人
※受診は、インフルエンザ等感染症が流行しない時期（５月～９月）をお勧めします。
※費用など詳しくは市ホームページをご覧になるか、上記までお問い合わせください。

多
重
債
務
者

相
談
会（
要
申
込
）

　
弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の
相

談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困
り
の

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所

①
５
月
10
日
㈭
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

市
役
所
３
階
　
３
Ｆ
｜
１
会
議
室

②
５
月
24
日
㈭
　
13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

市
役
所
４
階
　
４
Ｆ
｜
２
会
議
室

申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
、
左

　
記
の
申
込
先
へ
予
約
し
て
く
だ

　
さ
い
。

定
員
　
各
６
人（
先
着
順
）

申

問

　
産
業
政
策
課

　
　
　
☎

（21）
１
１
３
２

消
費
生
活
相
談

　
悪
質
商
法
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
や

契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談
を
受
け

て
い
ま
す
。
一
人
で

悩
ま
ず
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
毎
週
月
～
金
曜
日

　
　
　
９
時
30
分
～
16
時
30
分

※
祝
日
は
除
く
。

相
談
員
　
消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問

　
別
府
市
消
費
生
活 

　
セ
ン
タ
ー

　（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　
☎

（21）
１
８
８
１
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普
通
救
命
講
習

日
時
　
５
月
13
日
㈰
　
９
時
～
12
時

場
所
　
消
防
本
部
４
階
会
議
室

内
容
　 

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
取

扱
い
、
止
血
法
な
ど

※
事
前
の
申
込
み
は
不
要
で
す
。

※ 

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

※
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

問

　
消
防
本
部
警
防
課

　
　
☎

（25）
１
１
２
４

子
育
て
家
庭
を
　
　

応
援
し
ま
せ
ん
か
！

　
別
府
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
育
て
の

援
助
を
し
て
く
だ
さ
る
「
ま
か
せ

て
会
員
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■ 

平
成
30
年
度
第
１
回
ま
か
せ
て

会
員
養
成
講
習
会

日
時
　
５
月
23
日
㈬

　
　
　
９
時
20
分
～
17
時

場
所
　
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
２
階

　
　
　
多
目
的
ホ
ー
ル
（
荘
園
）

対
象
　
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
人

申
込
方
法
　
５
月
13
日
㈰
ま
で
に

　
　
　
　
　
左
記
へ
。

申

問

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

　
セ
ン
タ
ー
（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
内
）

　
☎

（27）
１
１
８
９
　

　
９
時
～
17
時
30
分

　（
月
曜
日
、
祝
日
の
翌
日
休
館
）

ひ
と
ま
も
り
・
お
で
か
け
支
援
事
業

バ
ス
回
数
乗
車
券
出
張
販
売

　
現
在
販
売
中
の
70
歳
以
上
の
人

対
象
の
バ
ス
回
数
乗
車
券
に
つ
い

て
左
記
日
程
で
出
張
販
売
し
ま
す
。

日
程
・
場
所

①
５
月
19
日
㈯
　
９
時
～
15
時

　
朝
日
大
平
山
地
区
公
民
館

②
５
月
20
日
㈰
　
９
時
～
15
時

　
太
陽
の
家
サ
ン
ク
ラ
ブ（
内
竈
）

③
５
月
21
日
㈪
　
９
時
～
15
時

　
南
部
出
張
所

※ 

市
役
所
１
階
高
齢
者
福
祉
課
で
も
９

月
28
日
㈮
ま
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

※ 

回
数
乗
車
券
に
つ
い
て
の
詳
細
は
市
報

４
月
号
４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

　
高
齢
者
福
祉
課
　
☎

（21）
１
４
４
２

別
府
市
認
定
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
従
事
者

研
修
受
講
者
募
集

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
生
活
支
援

サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
な
る
方
の

従
事
者
研
修
を
開
催
し
ま
す
。
研

修
を
受
講
し
、
修
了
証
の
交
付
を

受
け
た
方
は
、
別
府
市
の
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
と

し
て
実
施
す
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
、
掃
除
や
調
理
な
ど
の

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
に
従

事
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

内 

容
　
高
齢
者
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
に
従
事
す
る
た
め
に
必
要

な
基
礎
知
識
の
習
得

※
修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

日 

時
　
５
月
22
日
㈫
、
23
日
㈬
の

10
時
～
15
時
30
分
（
２
日
間
）

場
所
　 

別
府
市
社
会
福
祉
会
館

（
上
田
の
湯
町
）

対
象
　 

別
府
市
内
に
在
住
、
在
勤
、

在
学
し
て
い
る
人

定
員
　 

20
人
（
定
員
を
超
え
た
場

合
、
抽
選
）

申
込
方
法
　 

５
月
15
日
㈫
ま
で
に

電
話
で
左
記
へ
。

申
問

　
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎

（26）
６
０
７
０

　
高
齢
者
福
祉
課
　
☎

（21）
１
４
６
３

第
７
期
老
人
福
祉
計
画
・
　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定

　
第
７
期
老
人
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画
（
２
０
１
８
～

２
０
２
０
）
を
策
定
し
ま
し
た
。
計

画
書
は
市
役
所
情
報
公
開
室
や
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問

　
高
齢
者
福
祉
課
　
☎

（21）
１
４
６
３

飼
い
主
の
い
な
い
猫

の
不
妊
去
勢
手
術
　

助
成
金
事
業

　
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
よ
る
フ

ン
尿
被
害
、
無
責
任
な
エ
サ
や
り

な
ど
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て

い
ま
す
。
こ
の
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決

に
取
り
組
む
活
動
の
支
援
を
平
成

27
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
市
内
に
53
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

助 

成
対
象
　
活
動
す
る
地
域
の
自

治
会
の
合
意
及
び
市
の
登
録
を
受

け
た
３
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ

助
成
金
額

　
・
オ
ス
１
匹
に
つ
き
１
万
円

　
・
メ
ス
１
匹
に
つ
き
２
万
円

　
　（
堕
胎
手
術
費
用
を
含
む
）

※
予
算
限
度
額
に
達
し
次
第
、
終

　
了
し
ま
す
。

内
容
（
活
動
グ
ル
ー
プ
に
行
っ
て

　
も
ら
う
こ
と
）

①
不
妊
去
勢
手
術
を
行
う

②
エ
サ
の
場
所
を
設
定
し
、
エ
サ

　
の
管
理
を
行
う

③
ト
イ
レ
の
場
所
を
設
定
し
、
清

　
掃
を
行
う

※ 

詳
し
く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問

　
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
　
　
☎

（21）
１
１
３
４

旧
西
小
学
校
解
体
工

事
に
伴
う
卒
業
記
念

等
の
引
き
渡
し

　
山
の
手
・
浜
脇
統
合
中
学
校
（
仮

称
）
校
舎
建
設
に
伴
い
、
旧
西
小
学

校
の
解
体
工
事
を
開
始
し
ま
す
。
　

　
自
分
の
作
品
が
卒
業
記
念
な
ど

で
残
っ
て
お
り
「
ぜ
ひ
手
元
に
欲
し

い
」
と
い
う
人
は
、
５
月
25
日
㈮
ま

で
に
左
記
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問

　
教
育
政
策
課
　
☎

（21）
１
５
７
２

宝くじの助成金で購入しました
（コミュニティ助成金）

問　消防本部庶務課　☎２５－１１２２

　（一財）自治総合センターでは、宝くじの

社会貢献広報事業として、コミュニティ活

動に必要な設備等の

整備をすることで、

地域のコミュニティ

活動の充実・強化を

図るコミュニティ助成

事業を行っています。

◆煙体験用資機材を購入

　平成 29 年度宝くじ助成金を活用し、煙

体験用資機材を購入

しました。火災予防

に関する広報や啓発

活動などに活用しま

す。
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緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に
加

え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上
で

あ
る
こ
と

⑦
身
体
障
害
者
手
帳

　（
１
級
～
４
級
）を
持
っ
て
い
る

⑧
精
神
障
が
い
者

　（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

　
１
級
～
３
級
程
度
）

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

※ 

西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族
用
）

に
つ
い
て
は
、
入
居
世
帯
の
人

数
が
６
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
入
居
期
間
を
５
年
と
し
、

以
降
毎
年
度
見
直
し
を
し
ま
す
。

住宅名
募集
戸数

棟
階
数 入居基準

鶴見 １ Ａ ４ 単身者・

家族青山 １ Ａ ４

宮園 １ Ａ １

家族

向原 １ Ａ ４

扇山 １ Ｅ １

朝見再開発 １ Ｂ ２

松原 １ ー ４

西別府 １ Ｃ ６

西別府
１ Ｂ ２

※多家族
１ Ｂ ６

◆申し込みには「マイナンバー」が必要です

　市営住宅の申込みには、来た人の本人確

認と、申込者（入居者全員分）のマイナン

バーの提示が必要となります。「通知カー

ド」か「マイナンバーカード」と身分証を

忘れずにお持ちください。

■
申
込
方
法

　
必
要
書
類
（
要
印
鑑
）
を
添
え
、

　
期
限
内
に
申
込
み
を
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

① 

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み
（
夫

婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）
で
の

申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

婚
約
済
み
で
当
選
後
、
指
定
の
入

居
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
入
籍
予

定
の
場
合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

② 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審
査

を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申
込
資

格
に
合
致
し
な
い
場
合
は
、
入

居
で
き
ま
せ
ん
。

③ 
市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

④ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内
で

の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち
込
み

は
禁
止
で
す
。

空
室
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９
（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　（w
w

w
.o

ita-jk
k
.jp

）

　「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口
　
間
取
り
の
み

◆
一
般
公
営
住
宅
（
10
戸
）

申
込
資
格
　
次
の
条
件
を
全
て
満  

　
　
　
　
　
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公
営

住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家
が
あ

る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団
員

で
な
い
こ
と

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て
控
除
後

の
月
額
所
得
が
15
万
８
千
円
以
下

※ 

条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

申
込
期
間

　
５
月
１
日
㈫
～
11
日
㈮

抽
選
日
　
５
月
19
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

　
申

問

　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
☎

（21）
２
２
０
０

都
市
計
画
道
路
事
業

事
業
計
画
の
変
更

　
都
市
計
画
道
路
事
業
の
変
更
に

つ
い
て
左
記
の
と
お
り
縦
覧
し
ま

す
。

対
象
道
路
名
称
　
３
・
４
・
15
号

　
亀
川
駅
西
線
（
駅
前
広
場
）

変 

更
内
容
　
事
業
施
行
期
間
の
変

更
（
完
成
予
定
日
を
平
成
30
年

３
月
31
日
か
ら
平
成
33
年
３
月

31
日
に
変
更
）

縦 

覧
場
所
・
問

　
都
市
整
備
課

　（
市
役
所
３
階
）　
☎

（21）
１
３
８
８

あ
な
た
の
家
は

大
丈
夫
で
す
か

■
市
が
一
部
費
用
を
補
助
し
ま
す

　（
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た
）

募
集
期
限
　
10
月
31
日
㈬

※
先
着
順（
予
算
限
度
に
達
し
次
第
終
了
）。

◆
耐
震
診
断

対 

象
　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
着
工
さ
れ
た
二
階
建
て
以
下

の
木
造
一
戸
建
住
宅

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
（
住
宅

の
規
模
や
条
件
に
よ
り
上
限
が

異
な
り
ま
す
）

◆
耐
震
改
修
工
事

対 
象
　
耐
震
診
断
と
同
様
の
住
宅

（
右
記
）
で
、耐
震
診
断
の
結
果
、

評
点
が
1.0
未
満
の
も
の

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
の
３
分

の
２
（
上
限
80
万
円
）

※ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
要
し
た
費
用
の
３
分
の
２

（
上
限
100
万
円
）

・
床
面
積
の
合
計
が
180
㎡
以
上

・ 

昭
和
34
年
12
月
31
日
ま
で
に
建

築
さ
れ
た
も
の

・ 

精
密
診
断
で
各
階
の
上
部
構
造

評
点
が
0.4
未
満

◆
部
分
耐
震
改
修
工
事

　（
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
）

対 

象
　
耐
震
診
断
と
同
様
の
住
宅

（
上
記
）
で
、耐
震
診
断
の
結
果
、

１
階
の
評
点
が
0.7
未
満
の
も
の

補 

助
金
額
　
要
し
た
費
用
の
３
分

の
２
（
上
限
30
万
円
）

申

問

　
建
築
指
導
課

　
　
　
☎

（21）
１
４
８
７

■
耐
震
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
（
無
料
）

　
建
築
士
が
お
宅
に
訪
問
し
、
簡

単
な
診
断
を
行
い
、
相
談
に
応
じ

ま
す
。

申

問

　
大
分
県
建
築
士
事
務
所
協
会

　
☎
０
９
７（
５
３
７
）７
６
０
０

平成 30 年度
交通災害共済

　年度内は常時申し込み

できます。詳しくはお問

い合わせください。

掛金　1人 360 円（年額）

申込場所　市民課、

　　　　　各出張所
問　市民課

　　☎２１－１１３６
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市役所だより

　今、日本では、経済的に生活が厳しく、生まれ育っ

た環境によって教育や文化的な経験の機会が十分に得

られない、また健やかな成長に必要な食べることや着

ることなどが十分に確保されないといった状況に置か

れている子どもたちが７人に１人います。このような

状況は私たちの身近にあり、「子どもの貧困」と呼ば

れる深刻な社会問題となっています。

例えば…

　・家では子どもだけで過ごす時間が多い

　・栄養バランスのよい食事ができない

　・保健衛生などの知識や生活習慣が身につかない

　・高校や大学、専門学校への進学をあきらめている

　・将来への希望をなくし、学ぶ意欲をなくしている

　・病気になっても病院に行けない　　 など

　どんな事情であれ、子どもの将来が閉ざされること

があってはなりません。「子どもの貧困」の放置は貧

困の連鎖を生み、将来的に社会の損失にも繋
つな

がります。

　国は平成 26 年に「子どもの貧困対策の推進に関す

わたしたちのねがい

子どもたちが夢をあきらめない社会に 問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か

　
里
親
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

に
よ
り
、
家
庭
で
の
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
を
家
族

の
一
員
と
し
て
迎
え
、
あ
た
た
か

な
雰
囲
気
の
中
で
豊
か
な
愛
情
を

持
っ
て
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育

て
て
く
だ
さ
る
方
の
こ
と
で
す
。

　
県
で
は
、
広
く
里
親
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
養
育
を
お
願
い
す
る

期
間
は
数
日
間
か
ら
数
年
間
ま
で

さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
里
親
募
集
説
明
会
を
左
記
日
程

の
ほ
か
、
５
月
～
７
月
に
か
け
て

県
内
各
地
で
開
催
し
ま
す
の
で
、

関
心
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

日
時
　
５
月
28
日
㈪

　
　
　
10
時
～
12
時

場
所
　
別
府
市
役
所
４
階

　
　
　
４
Ｆ
―
３
会
議
室

※
事
前
申
込
は
不
要
で
す
。

問

　
大
分
県
中
央
児
童
相
談
所

　
里
親
担
当

　
☎
０
９
７（
５
４
４
）２
０
１
６

託
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座
（
要
申
込
）

日 

時
　
５
月
18
日
㈮
10
時
～
12
時
、

25
日
㈮
９
時
～
12
時
（
計
２
回
）

場
所
　
別
府
市
公
会
堂
（
上
田
の
湯
町
）

内 

容
　
乳
幼
児
の
健
康
、
託
児
で

る法律」を施行し、教育支援・生活支援・保護者の就労

支援・経済的支援など、さまざまな対策を実施していま

す。行政や学校では、地域の人々と連携して、子どもた

ちを育む活動を始めているところもあり、またＮＰＯ法

人や企業では、基金を創設して学習・生活の支援や子ど

も食堂など子どもたちの居場所を作る取り組みも行われ

ています。

　しかし、外部との接触が少なく社会から孤立しがちな

家庭ほど、情報が伝わりにくく、必要な支援が得られ

ていないという現実があります。そこで私たちが地域の

子どもたちや保護者に声をかけ、ふれ合うようにすれば、

孤立を防ぎ、支援に繋がるかもしれません。ほかにも寄

付やボランティア活動など個人でできることはたくさん

あります。私たちができることから始めてみませんか。

５月の無料人権相談
　日時　９日（水）　10 時～ 15 時

　場所　市役所内会議室（予約優先）

の
対
応
、
緊
急
時
の
処
置
法
な
ど

対
象
　
成
人（
子
ど
も
が
好
き
な 

　
方
な
ら
ど
な
た
で
も
）
で
、
講

　
座
修
了
後
、
６
月
以
降
公
民
館

　
な
ど
で
託
児
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

　
し
て
活
動
で
き
る
人

申
込
期
限
　
５
月
11
日
㈮

申

問

　
社
会
教
育
課

　
　
　
☎

（21）
１
５
８
７

身
近
な
人
権
講
座

日
時
　
５
月
24
日
㈭

　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
野
口
ふ
れ
あ
い
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　（
野
口
元
町
）

テ 

ー
マ
　
あ
な
た
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
…

講
師
　
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　
に
じ
の
ひ
ろ
ば
代
表

　
　
　
村
田
広
子
さ
ん

問

　
社
会
教
育
課
　
☎

（21）
１
５
８
７

　
　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
☎

（21）
１
２
９
１

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー
の
講
座

場
所
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　（
石
垣
東
10
丁
目
７
番
５
号
）

◆
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

　
人
権
の
学
習
と
も
の
づ
く
り
の

講
座
を
し
ま
す
。

日
時
　
５
月
23
日
㈬
　
10
時
～
12
時

テ
ー
マ
　
筆
あ
そ
び

講
師
　
板
井
佐
奈
枝
さ
ん

定
員
　
20
人
（
先
着
順
）

負
担
金
　
500
円

申

問

　
人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　
　
☎

（21）
１
２
９
１

　
　
　
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
☎

（23）
６
１
６
３

人
権
・
行
政
困
り
ご
と

相
談
所
（
予
約
不
要
）

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
６
月
１
日
㈮
　
10
時
～
15
時

場
所
　
市
役
所
２
階

　
　
　
２
Ｆ
―
１
会
議
室

内 

容
　
差
別
、
暴
行
・
虐
待
、
セ

ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
い
じ
め
、

体
罰
な
ど
の
人
権
問
題
や
、
行

政
の
手
続
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
困
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員
、

　
　
　
　
行
政
相
談
委
員

問

　
大
分
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
　
☎
０
９
７（
５
３
２
）３
１
６
１

◆
相
談
専
用
電
話

み
ん
な
の
人
権
110
番

　
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

子
ど
も
の
人
権
110
番

　
☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

行
政
苦
情
110
番

　
☎
０
５
７
０（
０
９
０
）１
１
０
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　「まちづくり出前ト－ク」は、市民の皆さんが下記の「講座メニュ－」の中から知りたいテ－マを選択し、

市の職員が皆さんのところに出向き、市の取り組みや市政の課題などをお話しするものです。

■目的　市の政策や事業などの説明や意見交換を行い、別府市について理解を深めていただくことで、
　　　　市民と行政との協働によるまちづくりを推進するものです。
■対象　別府市内に在住、在勤、在学している人で、おおむね 15 人以上の団体やグループ
■開催時間　平日：10 時～ 21 時（1 時間 30 分程度）
　　　　　　土・日曜日、祝日（年末年始は除く）：10 時～ 17 時（※ 担当課と要調整）
■場所　別府市内の公共施設など（会場の借上料の負担、会場の手配、参加者などへの周知・
　　　　募集は申込み団体でしていただきます。）
■費用　無料（材料費などがかかる場合は負担をお願いする場合があります。）
■申込方法　申込書に希望テーマなど必要事項を記入し、開催を希望する日の２週間前までに自治振興課へ
　　　　　　FAX または郵送にてお申し込みください。市ホームページからも申し込みできます。
　　　　　　※申し込み後に、担当課と日程調整をしていただきます。
■申込・問合先　〒８７４－８５１１　別府市上野口町１番 15 号　別府市役所自治振興課　
　　　　　　　　☎２１－１１２５　FAX ２１－６３９９
※お願い　苦情、要望、陳情をお伺いする場ではありませんので趣旨をご理解のうえ、お申し込みください。
　　　　　政治、宗教、営利を目的とする場合はお申し込みいただけません。

「まちづくり出前トーク」　講座メニュー

番号 テーマ 担当課

１－１
情報公開制度、
個人情報保護制度について

総務課

１－２ 市税の概要について 市民税課・
資産税課１－３ 市税の納付について

１－４ 別府市の財政について 財政課

１－５ まち・ひと・しごと創生について 総合政策課

１－６ 選挙のお話し
選挙管理

委員会事務局

２－１ 別府市の公共施設について 公民連携課

２－２ 男女共同参画について
自治振興課

２－３ 協働のまちづくりについて

３－１ 別府市の主要観光事業について 観光課

４－１ 国民健康保険について

保険年金課４－２ 国民年金について

４－３ 後期高齢者医療について

４－４
市民サービスの向上

（マイナンバーカード、

登録型本人通知制度など）

市民課・
総合政策課

４－５ 障がいに対する理解の促進 障害福祉課

４－６
子育て支援について①

（手当制度などの紹介）
子育て支援課

４－７
子育て支援について②

（子育て支援施設などの紹介）

４－８ 高齢者福祉施策について 高齢者福祉課

４－９ 健康づくり施策について

健康づくり
推進課

４－10
生活習慣病対策
～年に１度は健康診査～

４－ 11 みんなで健活べっぷを健幸

５－１ 別府の温泉について 温泉課

５－２ ごみの分け方、出し方について 環境課

番号 テーマ 担当課

５－３ リサイクルについて

環境課５－４
愛護動物（ペット）との
関わりについて

５－５ 生物多様性の保全について

５－６ 市道の維持管理について 道路河川課

５－７ 別府の水ができるまで
水道局管理課

５－８ 別府水道 100 年の歴史

５－９ 水道料金について 水道局営業課

５－ 10 水道施設の紹介 水道局工務課

６－１ 別府市の都市計画について
都市政策課

６－２ 景観計画について

６－３ 別府港海岸整備について
都市整備課

６－４ 市道の改良と長寿命化について

６－５ 公共下水道について 下水道課

６－６ 木造住宅の耐震化の補助について 建築指導課

７－１
別府市内の文化活動・
国際交流活動について

文化国際課

８－１「部落差別解消推進法」について 人権同和教育
啓発課８－２ 人権教育啓発について

８－３
別府市総合教育センターの
事業について

学校教育課
（総合教育センター）

８－４ 地域教育力活性化事業について
社会教育課

８－５「別府学」別府の歴史について

８－６ スポーツを通じた健康づくり スポーツ健康課

９－１ わが家の防災対策 防災危機管理課

９－２ 救急について 消防本部警防課

９－３ 火災予防について 消防本部
予防課９－４ 住宅用火災警報器の設置について

平成30年度

けんかつ けんこう
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濵田　真
ま ほ の

帆乃　ちゃん
（石垣東５丁目）〈２日〉

坂本　花
か こ

心　ちゃん
（亀川中央町）〈８日〉

佐々木　統
とうま

舞　くん
（扇山）〈12 日〉

高峰　紬
つむぎ

　ちゃん
（中島町）〈９日〉

安部　あやめ　ちゃん
（南立石生目町）〈18 日〉

志賀　柚
ゆづき

月　ちゃん
（餅ヶ浜町）〈22 日〉

永冨　太
たすく

傑　くん
（大観山町）〈18 日〉

福永　梨
り の

乃　ちゃん
（原町）〈25 日〉

楠本　凪
なぎ

　くん
（石垣東１丁目）〈29 日〉

長野　竜
りゅうき

貴　くん
（石垣東２丁目）〈30 日〉

小笠原　一
いつき

絆　くん
（山の手町）〈30 日〉

松田　千
ち ほ

穂　ちゃん
（扇山）〈30 日〉

金髙　咲
さ き

希　ちゃん
（石垣東７丁目）〈１日〉

《すくすく１さい応募要項》 ６月号締切５月８日 ( 火 )

写真の裏に住所・氏名( ふりがな )・性別・生年月日・電話番号を記入して、秘書広報課まで（郵送・Ｅメールで

応募する場合は事前にご連絡を）期限厳守でお願いします。

※紙面の都合で、応募者全員を掲載できない場合もあります。

　このページはウェブ版市報にも掲載します。

【〒 874-8511 別府市秘書広報課　☎ 21-1111 内線 2233、2234　 sec-ma@ci ty .beppu . lg . j p】

宮崎　麻
ま い

衣　ちゃん
（鶴見）〈26 日〉

　市では、条例に基づき、男女共同参画社会の形成

の推進に関する重要な事項などについて審議する

「別府市男女共同参画審議会」を設置しています。

男女共同参画は、職場、家庭、地域など

あらゆる分野において推進していく

必要があり、市民の皆さんのご意見を

施策に生かすため、市民公募委員を

募集します。

男女共同参画審議会委員募集

申・問　〒８７４－０９０３
　別府市大字別府字野口原 3030 番地 16
　別府市自治振興課男女共同参画推進室
　（別府市男女共同参画センターあす・べっぷ内）
　☎２１－８２８９
　 a u p - p f @ c i t y . b e p p u . l g . j p

  任期　平成 30 年７月 11 日
  　　　～平成 32 年７月 10 日

募集人数　４人以内

　　　　　（有識者など８人含め 12人以内）

対象（平成 30年４月１日現在、次の全てに該当する人）

　　①別府市に在住または通勤・通学している

　　　20歳以上の人

　　②市の審議会、委員会などの委員でない人

　　③国や地方公共団体の議員または

　　　常勤の職員でない人

　　④男女共同参画の推進に関心があり、平日

　　　（年に３回程度）の会議に出席できる人

募集期間　５月１日（火）～ 31日（木）（消印有効）

応募方法　�①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号を

記入のうえ、⑥「男女共同参画社会を目指

して、求める事と私が出来る事」をテー

マに 1,000 字以内でまとめた作文を郵送、

またはメールでお送りください。

※様式は問いませんが、市ホームページからダウン

　ロードできます。

選考　�応募書類をもとに選考委員会で選考（必要に

応じて面接）し、選考結果は６月下旬に応募

者全員にお知らせします。

その他　�審議会出席に係る報酬・旅費は、規定に基

づきお支払いします。

©Team Beppyon


